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第 28 回研修会 in 愛知 

 

 

 2015年 11月 15日に愛知県にお

いて、第 28回研修会を開催しまし

た。全体で 41名の参加をいただき

ました！ 

 まず、全国放課後連・園山会長か

ら挨拶がありました。 

「今般、厚生労働省が『ガイドラ

イン』を作りました。全国で展開し

ている放課後等デイサービス事業

所がどんな中身でどんな形でやっ

ているのか、ということを厚生労働

省なりに把握して、『これではちょ

っとまずいかな』と思っているので

す。 

そういうことをしっかり学んで、

放課後等デイサービス事業の基本

的な在り方等を踏まえた上で、どう

いった実践をこれから作り出す必

要があるのかについて議論できれ

ばと思います。」 

 

＊キリン福祉財団挨拶＊ 
 

 全国放課後連が主催する研修会

はキリン福祉財団様の助成金によ

って成り立っています。ご参加いた

だいた担当の鎌田様からご挨拶を

いただきました。 

 「キリン福祉財団は、キリンビー

ルが今から 3４年前に作った福祉

に特化した財団で、全国放課後連と

は平成 19年からお付き合いをさせ

ていただいています。 

私は、ずっとビジネスの世界で生 

 

きてきましたが、ビジネスの世界も

福祉の世界も基本は一緒かなと思

うようになってきました。基本、根

底にあるのは『現場をよく知ること』

と、『現場を支えること』です。 

現場の声はなかなか上に伝わり

ません。でも、言い続けないと一切

伝わりません。だから、どんな些細

なことでも、厚労省に声を上げてい

くことが大事だと思っています。 

色々とお話を聞いて、ぜひ現場か

ら声を上げていただいて、少しずつ

でも現状を変えていく、こういう努

力をしていきたいと思います。私ど

もも応援させていただきます。」 

 

＊第 1部 全体会＊ 
 

第 1部は「公開インタビュー：保

護者が語る放課後活動への思い（家

庭～学校～事業所の連携）」と題し

て、放課後事業所を卒業したお子さ

んの保護者の方から放課後活動に

対する思いをお聞きしました。 

 発言者は大橋晶子氏（お子さんは

今年成人式を迎えた知的障害を伴

う自閉症。お子さんを東京都の単独

補助事業で活動を行っている事業

所に小 1～高 3まで通所。） 

助言者は、丸山啓史氏（全国放課

後連副会長、京都教育大）と村岡真

治氏（全国放課後連副会長、ゆうや

け子どもクラブ（東京都小平市）所

長）。司会は田中氏（全国放課後連

事務局次長、まつぼっくり子ども教

室（東京都江東区）所長） 

 

 大橋氏の話  
 

私の子どもはカズキと言います。

知的障害を伴う自閉症で、東京都で

は療育手帳 2度（東京では軽度から

重度にかけて 4～1度となっている）
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 2015年 10月 11日に全国放課後連【第 29回研修会 in京都】を開催

しました。60名の参加をいただきました！ 

 第 1 部として、厚生労働省・障害福祉専門官の田中真衣氏から「放

課後等デイサービスガイドラインについて」と題して講演を行っていた

だきました。ガイドライン策定の背景事情についてのお話をいただきま

した。特に、「後方支援」という言葉がどのようにガイドラインに入っ

たのか、また保護者支援について策定段階でどのような議論があったの

かについてのお話は有意義でした。 

 第 2部は A・Bの分科会を行いました。A分科会は初任者研修として、

山崎康一郎氏（大阪人間科学大学講師）から「放課後に必要な支援と

は？」と題してご講演いただきました。B分科会は中堅職員研修として

黒田学氏（立命館大学教授・全国放課後連副会長）から「放課後等デイ

サービスガイドラインを読み解く」と題してご講演いただきました。 

 どちらの分科会も参加者と議論が交わされましたが、特にガイドライ

ンについてはみなさん注目されているようで、45 名もの方が参加し議

論を交わしました。 

 

第 27 回研修会 in 京都 
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です。高等部を卒業した後に、就労

継続支援Ｂ型事業所に通っていて、

去年成人式をしました。家族は本人、

妹、主人と私の 4人家族です。小さ

いころからの話を少しさせていた

だきたいと思います。 

 

 

 
 

生後 10か月の頃から、表情も乏

しいし、同じ道を歩いて買い物に行

かないと大泣き、歩いていてもバイ

クの音に急に泣き出すし、私は初め

ての子どもだったのですけど、なん

かおかしいと思いながら一人で

悶々と過ごしておりました。 

その頃は、午後彼が寝ると一人で

近所の本屋さんに行って、「障害」

というところにある本を読んでい

ました。「何か見つけなくちゃいけ

ない」という思いで読んでいて、自

閉症というところに目が留まりま

した。その後、「この子は自閉症じ

ゃないかしら」と悶々と悩む日が続

きました。 

その頃通っていた小児科の先生

に「うちの子、自閉症だと思うんで

すけど」と言ったところ、「まだ 10

か月だし、そんなことを言うのは早

いし」と言われまして、更に悶々と

しながら生活していました。2歳に

なる少し前にやっとその先生から、

発達の専門の先生を紹介していた

だき、2歳の時に初めて「自閉症で

す」と診断を受けました。 

よくお母さん方とお話しすると、

「自閉症のことは最初わからなく

て、1歳半検診や 3歳児検診で何か

指摘を受けて、自閉症でしたと言わ

れ、それを受け入れるまですごく時

間がかかる」という話が出るのです

が、私はそれまでの悩んでいる時間

が長くて、うまく言えないのですが、

「ホッとした」という記憶がありま

す。とにかく大変で、どうこの子を

育てていいのかわからない状態か

ら、診断していただくことで、「道

が開ける、何か答えをもらえるので

はないか」と、その頃の私は思って

いたのだと思います。 

2歳過ぎてすぐから、母子で一緒

に療育施設に通い始めました。そこ

に通い始めても、とても無表情な子

で、一人遊びをすることが多かった

です。自分のイメージでおもちゃを

並べたり、車を走らせたりしている

ばかりで、全然周りのことが見えて

いない。しばらく通ううちに、そこ

ではわらべ歌をうたいながら手遊

びをしたりするのですが、だんだん

とそういうことをしているうちに

表情が出始めました。3 歳になり、

母子分離が始まった頃には、だんだ

ん周りが見え始めて、やっと私がい

なくなると泣くようになりました。

友達の顔を覗き込むようになった

りもするようになりました。それと

同時に、周囲のことが見え始めると、

それがストレスになり、かなり敏感

になってきていました。 

朝、施設の中に入っていっても、

小さい部屋の高いところに上って

いって、そこからみんなのことを眺

めて、少し気持ちが落ち着くと、そ

っと降りてきて、みんなの端っこに

座る子どもでした。 

行事がある時は、たくさん人が集

まるところに入っていけませんで

した。 

 

放課後事業所との出会い 
 

小学部は、普通の小学校にある障

害児学級に 1年間だけ通い、2年生

から当時は養護学校、今は特別支援

学校へ通いました。 

放課後の施設には小学校 1 年生

から高校 3年生まで 12年間通いま

した（東京・江東区の【さくらんぼ

子ども教室】（小学生）と【まつぼ

っくり子ども教室】（中高生））。 

最初は楽しくてしょうがなくて、

さくらんぼ子ども教室は近所の公

園に遊びに行くか、少し遠出して電

車やバスに乗って、博物館とかそう

いうところにお出かけするのです

が、そのお出かけするのが楽しくて、

最初のうちは喜んで通っていまし

た。でも、小学 2年生、3年生くら

いになると、「○○したら△△でき

る」というのが理解できるようにな

ったのですが、それと同時に、先の

ことを読み過ぎて不安になってし

まい、事業所に全然通えなくなるこ

とが続きました。 

「今日は何をするか」とか「どの

人が自分の担当になるか」が決まっ

ていないというのは、自分の好きな

人を自分が選べるし、行先も話し合

って決めるってやり方、行く日も行

きたい日に来ていいよっていう夢

のような場所ではあったのですが、

いろんなことが理解できるように

なると、すべてのことが不安になっ

てしまったみたいでした。毎日昼間

は我慢して楽しそうにして帰るの

ですが、夕食時に毎日パニックが 1

か月以上続きました。そのあと、カ

ズキと相談して、行く曜日を決めて、

ホワイトボードを使ってスケジュ

ールを書くようになるとピタッと、

夕食時のパニックがなくなりまし

た。 

 

悶々と過ごす日々 

そして、診断 

左から、田中氏、大橋氏、丸山氏 
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本人の葛藤を理解すること 
 

一方で、こちらが困る行動をし始

めました。自分の気持ちの中で葛藤

が生じていて、それを自分の中で整

理するためにしていることが多か

ったのですが、他害や気に入らない

と靴を飛ばすとかの行動が出てき

ました。 

 中学部、高等部になり身体が大き

くなると周りへの影響も大きくて、

公共交通機関を使う時はかなり派

手になってしまうので、それはすご

く大変でした。 

カズキは電車が大好きなので、

「好きな電車に乗りたい」という思

いがあり、その思いが実現すると満

足しているという子どもでした。し

かし、そのうち、好きな電車に乗れ

ても怒るということが続きました。

スタッフも私も「カズキは本当に乗

りたいのか？」「こだわる自分に苦

しんでいるのではないか？」など考

えました。スタッフも色々とカズキ

の気持ちも汲んだ上で工夫してく

れたのですが、なかなか出口が見つ

からず、みんな苦しい想いをした時

期がありました。 

その時ちょうど学校で、自主通学

の練習をしていました。重度という

ことで、カズキが一人で通学するな

んてことは夢にも思っていません

でしたが、高等部 2年生から、家か

ら学校までの 10分程度を一人で歩

いていくという練習をし始めてい

ました。彼もその練習に自信を持っ

ていましたが、その頃から、苦手な

友達の声に反応して手が出てしま

うことも学校で見られるようにな

ってきました。先生も「できるカズ

キ」をわかっているのですが、先生

としては「手が出てしまうカズキ」

が心配なので、カズキに対応すると

きも、「もしかしてやっちゃうかも

しれない」という姿勢でカズキに接

しているように感じました。それを

感じて、親としては勇気がいる行動

だったのですが、「カズキなら大丈

夫って思ってほしい」と先生にお願

いしました。事業所のスタッフもカ

ズキとの関係で煮詰まってしまっ

ていて、すごく苦しんでいるように

見えたので、かなりストレートに

「カズキを信頼してくれてないの

ではないか、もっと信頼して大丈夫

って思ってほしい」とお願いしまし

た。それまでのスタッフとの関係が

あるので、私の言葉も受け止めてく

れたと思います。それで急にカズキ

のパニックが収まったわけじゃな

いのですが、そういう関係の中から、

カズキにどういう姿勢で接したら

いいのかについて、出口が見えたよ

うな気がしています。 

 

助言者とのやり取り 
 

※敬称略 

丸山：小学 1年の時にさくらんぼに

入ったというのは、自然なことだ

ったと思うのですが、どうして入

ったかとか、きっかけがあった？  

大橋：自然な流れというのも大きい

です。自宅から通える放課後施設

が３ヶ所ありましたが、それぞれ

みんな特徴を持っていました。２

ヶ所は学校迎えがありましたが、

さくらんぼ教室だけは親が学校

に迎えに行って、さくらんぼに送

り届けないといけないのです。活

動内容もそれぞれの事業所で違

っていましたが、さくらんぼは割

とみんな一緒に大きな集団で出

かけるという活動でした。 

田中：今の話は、「送迎がない」「個

別にみてくれない」など、親から

するとマイナス要素と思うので

すが？ 

大橋：個別の活動を放課後に私は求

めていませんでした。一人ひとり

の子どもはもちろん把握しなが

ら、支える大人がいて、その子ど

もの中でカズキに育ってほしか

ったのです。大暴れするので個別

対応にならざるを得ないのです

が、それでも、集団の中で暴れた

ら、「みんな待っているよ」って

スタッフが声かけしつつ、待って

いる子どもたちのケアも他のス

タッフがしてくれている。待って

いる子どもたちもカズキが暴れ

ているのは見ています。結構怖い

ですよ、いつ暴れるかわからない

し。最初は待っているお友達が全

く見えていなかったかもしれな

いけれど、それを繰り返して、戻

れた時に『「おまたせ」って言お

うね』とか、『「ごめんね」って言

おうね』って教えてくれるのです。

そうすると、段々みんなの中の自

分とか、みんなの中でどういたい

自分なのか、そこで彼なりのわか

っていってくれたのではないか

と思います。 

  送迎に関しては、当時私は働い

ていなかったこともあるのです

が、さくらんぼに通所していると

きは、お迎えの時に、学校の先生

と直接お話を聞き、事業所スタッ

フには、前日の夜の様子、その日

の学校の様子を伝えていました。

それは、カズキのパニックについ

て、その原因がわかりにくくて、

カズキの生活全体を眺めてもら

わないと、その時の原因がわから

ないと思っていたからです。関わ

る人には全部知っていてもらい

たいのです。それをコーディネー

トするのが親の役目だと私は思

っています。 

村岡：「好きな電車に乗れなくてパ

ニック、乗れてもパニック」とい

う話に関連して、私の事業所にい

たノリミチという自閉症の子ど

もを思い出しました。 

行きと帰りの道は同じでない

といけないとか、公園に連れて行

ったら、滑り台は板から登って板

から滑るという子どもでした。 

学校に迎えに行くと、大パニッ

クなのです。腕をかむは、頭をガ

ンガンするは。それでもゆうやけ

の車に乗せて、ゆうやけに来れば

落ち着くのですが、それが半年続

いたのです。 

ノリミチとしては、学校にスク

ールバスで来たのならスクール

バスで帰りたいのです。そう思う

となんて不便な子どもなのだろ

うと思いました。ただ、半年たっ

て、だんだんゆうやけに来るのを

嫌がらなくなりましたが、その頃

やたらでんぐり返しをするよう

になっていました。なぜでしょう

か。 

ノリミチとしたら、「行ったら

同じ道で帰る」という思い込みの

要求があるわけです。その思い込

みの要求を自分なりに何とか乗

り越えようとして、気分転換をす

るためにでんぐり返ししていた

のかなと考えました。 

カズキくんも、「好きな電車に

乗りたい」という思い込みがあっ

たけど、それを乗り越えようとし
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たのだなと。わかんないですが、

そんなふうに思いました。 

  もう一つ感想は、パニックのき

っかけと原因がわかりづらいと

う点についてです。 

私の事業所に中学部１年生の

トシロウって子がいました。自分

の弁当食べると人の弁当に手を

突っ込んで無理やり奪い取って

食べるということをしていまし

た。当然止めますよね。すると思

いっきり私を叩くのです。だから

彼が少し動いただけで、ビクビク

する日が続きました。 

結局、職員間でよく相談するっ

てことですかね。止めてもダメ、

かといって、「自由に人様のもの

をお取りください」というわけに

もいかないですよね。必然的に真

ん中の道を行くしかない。気持ち

だけ受けとめて、「欲しいのなら、

お願いに行こう」と、「お願いし

ます、少し分けてください」って。 

気持ちを受け止めてもらえる

ってことがわかると、怒らなくな

ったのです。とっさの判断は職員

間でいろいろ話し合ってもらっ

て、そうやって子どもたちへの思

いが磨かれていくものです。 

今日は家庭と学校と事業所の

連携なので、まだ学校は出ていま

せんが、一つ質問すれば、家庭と

事業所の連携で言えば、お母さん

が「なんで、うちの子を信頼して

くれないの」って言われて、スタ

ッフとぶつかったというお話が

ありましたが、今振り返って、ど

うですか？ 

大橋：「ぶつかる」というのではな

いです。スタッフには結構、率直

にお伝えするようにしています。

家庭ですべきこと、家庭で教える

べきことと、学校で教わってくる

ことと、放課後で学ぶことはみん

な違うと思っています。 

基本は家庭だけど、いつでも家

庭、学校、放課後で、「今子ども

に必要な事はこれだ」ということ

を確認し合っていたい。そこで、

「そうじゃない」ということがお

互い出てきたら、その時にお互い

話をする。意見交換という意味で

す。 

村岡：ふり返ってみて、しこりみた

いなものは残っていますか？  

大橋：「信頼してほしい」と言った

のですが、親も 100％子どもを信

じてあげられるかというとそう

ではありません。不安とか心配と

か、こんな危険な子どもをどこに

も出せないという気持ちとか、す

ごく働きます。意見交換をするこ

とで、私も受け止めてもらえてき

たのだと思います。 

放課後のスタッフは、私の考え

方も理解してくれているし、私も

スタッフの根本的考え方を理解

しています。放課後でどんなやり

方があっても、「カズキのため」

という目的や、カズキに「こうな

ってほしい」というイメージ像も

一緒っていうのが私の中である

ので、「やり方は任せる」と思っ

てやってきました。しこりとかは

わかりません。スタッフはあるか

もしれないですが。 

村岡：苦情がましいことを言いなが

らも、親も受け止めてもらってい

たということですよね。 

田中：素晴らしいですね、保護者も

受け止めてしまうなんて。大橋さ

んは私の事業所の卒業生なので

すが、こちらも、言うことは言わ

せてもらっていました。なので、

しこりはない。しこりがないから

こうして今日来てくれたと思い

ます。 

  学校との関係で言えば、高等部

くらいになると、お母さんの方か

らも「直接、先生とやり取りして」

ということで、お母さん抜きで先

生とお話をして、それをあとから

お母さんに「先生とこういう打合

せをしたから、これでしばらくや

ってみよう」みたいな、そんなこ

ともやらせてもらっていました。 

大橋：自分の想いを伝えることがカ

ズキはできなくて、他害をしたり、

唾を飛ばしたり、そういうことで

表現することが多いのですが、不

安定になる元々の原因ときっか

けが違うので、それぞれが同じ目

線、情報を持っていてほしいとい

う思いがあったので、連絡帳だけ

じゃなく、送迎の時に先生とお話

しすることを心がけていました。 

先生と親しくなって、先生のお

考えも理解して知ったうえで、私

の考えも知ってもらうという努

力をしてきました。でも、今先生

の異動も激しくて、長いスパンで

子どもを先生方も見ることがで

きなくなっています。うちの子は

手ごわいので、21 年間一緒に暮

らしているのですが、スモールス

テップで、小さい時からやってき

たことが今やっと少し芽が出る

かも、ということがいっぱいあり

ます。 

小学部のときの先生に、高等部

になってお会いした時に、カズキ

の成長をすごく喜んでくださっ

たのを見たりすると、「自分の今

やっていることが、その子にとっ

て何になるのか」というふうに、

実感がないと人ってがんばれな

いと思うから、その子の短期的、

長期的な成果を共有しながら、先

生も日々やっていることを確認

していけるといいなと思ってい

ます。 

田中：今日、指導員じゃない方は？

先生もいろんな先生がいて、経験

もそれぞれ。他の保護者の話も聞

いて、これからの活動、子どもを

真ん中において、何かの参考、自

分が考えるきっかけづくりにな

ってもらえればいいかなと思い

ます。 

浅野：熱心なお母さんだなと思いま

した。名古屋では、昔は学童保育

しか行き場がなくて、親と指導員

が連携しないと子どもを見守れ

ない時代でした。ただ、今は事業

所が多くなりすぎて、特に名古屋

はそうなのですが、親は「事業所

にお任せ」という方が多くなりま

した。大橋さんと同じように熱心

な方はあまりおられません。親の

意識が変わってきた問題がすご

く大きい。 

子どもを一緒に育てていくと

いう視点に立てば、子どもが関わ

るところすべて連携すべきだと

思うし、コーディネーターとして

親がいなければいけないと思っ

ています。そこに専門の方が入っ

てくださると、一番いいのかなと

思いました。ただ、連携が難しい。

子どもは行先ごとに顔を変える、

学校でいい子でも、学校でいい子

だった分放課後暴れるとか、その

疲れを持って帰ってくるともっ

と家で暴れるとか。多面的に考え

て、子どもがどうしたら落ち着く
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のか親がトータルとして見てい

くことができないのであれば、こ

うしたら？という提案を放課後

事業所でもいいし、学校の先生か

らでもいいし、どこかが提案して

いけるといいと思っています。 

今、指導に関する実践交流がも

っとあるといいと感じています。

事業所の勉強会がすごくあるの

ですが、親も一緒に学ぶってこと

も必要なのかなと思います。 

丸山：率直なやり取りを職員や学校

の先生とされているのだなとい

うのがすごく印象的でした。今、

そういうことが難しくなってき

ています。保護者と職員とだけじ

ゃなく、職員同士でも率直にもの

を言い合うっていうようなこと

が難しくなってきていると感じ

ています。一定の礼儀や気遣いは

いると思いますけど、そういう率

直な関係が大事であると改めて

感じました。 

私は、京都で放課後活動の事業

所交流会を 2 か月に１回くらい

やっていますが、その中で、「放

課後の場で宿題をするかどうか」

という話が出ました。「ここでは

遊びや一緒に活動する場だから、

宿題をさせない」という方針でや

っている事業所があったのです

が、保護者から宿題をさせてくれ

と意見があって、その時に何と答

えたかというと、「うちはしない

ので」とか「うちではこうと決ま

っているから」「違うやり方を希

望するならほかに行ってくれみ

たいなことを言った」みたいなこ

とを事業所の方が話されていて、

衝撃を受けました。宿題をする事

にはいろんな意見があっていい

と思うんのですが、まずは「保護

者の方はどうしておっしゃった

のか」ということが、ワンステッ

プとして必要だと思うのです。で

も、そういったステップが踏める

関係をどう作っていくのかを考

えていかないといけないと思い

ます。 

  もう１点。考え方は人それぞれ、

おかれている状況も、色々だと思

いますが、保護者自身が困難を抱

えているという家庭であるとか、

障害という形だけの困難以外に

も、経済的な問題や、仕事が忙し

いといったような家庭や保護者

の存在をどう視野に入れながら、

考えていかないといけないとこ

ろかなと思っています。 

そのことで、事業所にアンケー

トをお願いしてやったことがあ

るのですが、事業所からは「ちゃ

んと休みなら休みだと連絡して

欲しい」とか、「ちゃんとお返事

ください」とかの記述ばかりが返

ってきました。先ほどの大橋さん

のお話の中でありがたいなと思

ったのは、率直な意見を伝えつつ

も、相手の事情や状況を思いやる、

想像するスタンスで接するとい

う部分です。そういうスタンスは

事業所の側から家庭を見るとき

にも、「何でキャンセルの連絡し

てこない？」というだけでなく、

「なんでそうなるのだろうか」と

いうような背景も考えるという

ことに繋がるものだと思って聞

いていました。 

村岡：皆さんの話が勉強になりまし

た。事業所と学校の連携をどう作

るかという時に、放課後活動の職

員も、学校の先生と対等に子ども

の事で語り合える力をつけると

いうことが大事だなと思います。 

私の事業所に中学生のショウ

キチという子がいます。保護者は

担任から、「学校のスクールバス

で、他の生徒に手が出ることがあ

る」と言われそうなのです。私の

事業所は学校にマイクロバスで

迎えに行って、ショウキチを乗せ

るのですが、スタッフがお母さん

から「事業所のバスの中ではどう

ですか？」って聞かれたらしいの

です。続けて、「スクールバスと

同じように暴れていたら厳しく

しかってください」とお母さんか

ら言われたのです。どうやら、お

母さんは担任から「自分がコント

ロールできないようでは学卒後

就職先がないですよ」と言われた

そうなのです。そのお母さんは若

いお母さんで、担任の先生からい

ろいろ言われると、鵜呑みにしな

いといけないと思っていたよう

なのです。だけど、お母さんの発

言はすべて伝聞調なのです。自分

のこととしては言っていないの

です。 

それを聞いて、「学校の先生は

そういうけど、本当にそうなの

か？」とか、「自分の子どもの悪

いところばかり言われるけど、本

当はいいところもあるのではな

いか？」みたいな気持ちがお母さ

んの気持ちの裏側にあるのでは

ないかと思いました。 

それで、個別面談の時に「ショ

ウキチは暴れたりすることもあ

るけれど、ただ自分でイメージを

膨らませて遊ぶと、だいぶ落ち着

いてきましたよ。指導員を鬼に見

立てて追いかけごっこをすると

か、あるいは工作が好きで、スマ

ホ作れとか電車作れとかいうの

です。指導員と『今日は何作る？』

って、ゆうやけのバスの中で相談

するのです。バスの中からイメー

ジを膨らませて、今日は○○作る

とかイメージを膨らませること

で、コントロールする力がだんだ

んついてきたのですよ。」と伝え

たのです。するとニンマリされて

「そうですか、よかったです」っ

て言われました。 

つまり、親御さんの言葉の裏側

に隠れている本当の願いをさぐ

ってあげるってことが大事だな

って思います。子どももそうです。

問題行動の裏側に本当の願いが

ある、願いが隠れているわけです

から。子どもだけではなく親にも

寄り添うっていう時代が来てい

るのかなってあらためて思いま

した。ありがとうございました。 

田中：今日の話をきっかけに、また

それぞれの事業所の中で子ども

と向き合う時、その子の後ろには

保護者の願いがあるってことを、

指導員は頭に描きながら心にと

めながら、活動のお手伝いがして

いけたらなと思います。 

 

※第 1部以上 
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＊第２部 分科会＊ 

 

 午後は 2 つの分科会を開催しま

した。A分科会は丸山氏（京都教育

大学）による「放課後等デイサービ

スガイドラインについて」、B 分科

会は村岡氏（全国放課後連副会長）

を助言者とする「実践検討会」でし

た。 

 

＊A分科会＊ 
 

「放課後等デイサービスガイド

ラインについて」と題して、丸山氏

による講演と意見交換を行いまし

た。 

 丸山氏からはまず、「①放課後等

デイサービスガイドラインをどの

ように受け止めるのか、②その上で

財務省資料をどう見るか、という 2

つの視点からガイドラインを考察

していきたい」と議論の設定がなさ

れました。 

  

ガイドラインの背景 
 

 丸山氏は「ガイドライン誕生の背

景」の特徴として、「事業所数の増

加、利用者数の増加が顕著であるが、 

急増した事業所の（支援の）中身に

色々と問題がある。」と指摘し、続

けてその問題発生の理由として「障

害児の放課後支援の全く経験がな

い営利法人などが次々に新規参入

し急増し、更に、事業が地域にすそ

野を拡げていくこと自体は否定し

ないが、『儲かる』という喧伝のも

とに営利目的の法人等の参入が目

立っての事業数の急増し、『障害児

の発達観・子ども観』の欠如が、放

課後活動等の『支援の質』の低下が

表面化させている」と解説しました。 

また、「支援学校の教員からは、

急増する放課後等デイサービスに

は『子どもの状況等の把握や連絡が

不十分』『指導員の専門性に疑問』

との不安、不満の声が出ており、ス

キャンダル事件（放課後等デイサー

ビス勤務の職員が送迎中に軽度の

発達障害の子どもを自宅に連れて

いき掃除等の私事に使うなどの虐

待事件）が発生している」ことも背

景にあると述べました。 

 これらの背景事情から、厚労省が

「支援の質」を問題視し、【障害児

支援の在り方に関する検討会】の報

告書（2014 年 7 月 16 日）におい

て、「各事業所における理念や目標

に基づく独自性や創意工夫も尊重

されるものであるが、その一方で、

支援の一定の質を担保するための

全国共通の枠組みが必要であるた

め、障害児への支援の基本的事項や

職員の専門性の確保等を定めたガ

イドラインの策定が必要である」と

整理し、専門性の「質」を担保する

ものとして「共通の枠組み」のガイ

ドラインを策定した経緯を説明し

ました。 

  

ガイドラインの性格 
 

 丸山氏はガイドラインがどうい

った性格を持つものなのかについ

て「そもそも『誰に向けた』もので

あるのか疑問がある」と述べました。 

 ガイドラインの公正は、①総則、

②設置者・管理者向けガイドライン、

③児童発達支援管理責任者向けガ

イドライン、④従業者向けガイドラ

イン、の 4つに分けられますが、「こ

の他に関係者はいないのか」と疑問

を提示し、「厚労省、自治体が何を

するのかが全く不明である」と問題

提起しました。 

 更に「ガイドラインの中身を実践、

実現する保障がなく、結果として

『何かあったらすべて現場へ責任

転嫁する仕組み』と言える」と批判

しました。 

 この「自治体等の責任が不明確で

ある」という点については、「放課

後児童クラブ運営規定」（2015年 4

月 1日）に類似するものではありま

すが、放課後等デイサービスガイド

ラインの方が具体的で細かくなっ

ています。丸山氏はその点を指摘し

ながら「細かい条件が整わず、事故

が発生した場合には、現場責任を問

われるということになってしまう」

と指摘しました。 

 そして、ガイドラインの背景事情

も踏まえて、「果たして、ガイドラ

インがなかったから『支援の質』の

問題が発生してきたのか。ガイドラ

インによって改善できるという問

題なのか。『支援の質』という問題

の根本は別のところにあるのでは

ないか」と述べました。 

 

本当の課題は何か？ 
 

 では、本当の問題・課題とは何な

のでしょうか。 

 丸山氏は全国放課後連が 2013年

度に行った全国調査の結果を根拠

にし、「運営面の厳しさ、職員体制

の制約、職員の力量形成の必要性、

事務量の負担、複数事業所併用」な

ど、調査から浮かび上がってきた問

題点を挙げ、「この厳しい環境にこ

そ問題の本質があるのではないか。

『支援の質』の問題も『収支差率』

の問題も根は 1 つなのではないか」

と問題提起をしました。 

 「職員の労働環境が改善すれば、

すぐさま実践活動の向上になるわ

けではないが、安定した将来を見通

せる労働条件、環境を整えることは、

実践の質の向上の条件の 1 つであ

る」とし、「この問題を解決しない

まま、単にガイドラインに任せると

いうのは、『根性論』になってしま

う」と述べました。 

 

放課後活動の実践をめぐって 
 

 ガイドラインには、「『放課後等デ

イサービスはこうあるべき』という

ことについて、特定の枠にはめるよ

うな形で具体性をもって示すこと

は技術的にも困難であり、支援の多

様性自体は否定されるべきもので

はない」「ここに記載されている内

容を機械的に実行していけば質の

高い支援影響が確保されるという

ような、手取り足取りの事業マニュ

アルではない」「内容については不

断の見直しによる改善が図られる

べきものである」という文章があり

ます。この文章の趣旨を読み解きな

がら、丸山氏は「ガイドラインは教

科書（マニュアル）ではなく、完全

なものでもない。私たちは柔軟に受

け止めて、良いところを応用してい

くという構えで良い」としました。 

 一方で、ガイドラインには PDCA

サイクルについては、それを事業運

営に適用していくことを強く求め

ています。 

 丸山氏は「PDCA サイクルによ

って求められている成果は、目に見

えて評価しやすい、数値化された基

準による評価である」と指摘し、現

在特別支援学校で行われている数
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値目標による評価に言及しながら、

「『満足感』や『楽しさ』などの内

面の発達を評価しない傾向が強く、

スモールステップの発達（変化）を

見なくなるという危険性がある。評

価のために目標を低く定めたり、達

成のために目標を修正したりとい

った危険性があり、この風潮が『放

課後の学校化』を招く恐れがある」

と PDCA サイクルの適用に関する

危惧を述べ、それと同時に「放課後

活動は何を目指すのか、大切にした

いのは『気持ちの育ち』であり、『ワ

クワクドキドキ』する体験ではない

か」と放課後活動の根本を改めて確

認する大切さを指摘しました。 

 

保護者支援をめぐって 
 

ガイドラインの特徴の 1 つとし

て、「保護者支援の重視・強調」が

あります。 

丸山氏は「子どもに障害があるか

らといって就労が制限されるよう

なことはあってはならないという

考え方が共有され、それがガイドラ

インの中で『保護者の時間を保障す

るために、ケアを一時的に代行する

支援』という言葉になっているが、

注目すべきなのは『保護者の子ども

の育ちを支える力の向上』という部

分」とした上で、更に、「支援等を

通じて、保護者と子育てに対する共

感をもち、子どもと向き合いつつ、

協同して子どもの発達にとってよ

りよい条件づくりをしていくこと

が大事であるが、保護者を単にトレ

ーニングをする対象者として位置

付ける危険性がある」と指摘しまし

た。 

  

大切にしたいこと 
 

 この数か月で財務省、厚労省から

出された資料においては、「利用回

数の制限」「利用料増額」「単価減額」

の方針が示されています。 

丸山氏は、講演の最後として、そ

れらの資料に言及しながら、「私た

ちが大切にしたいこと」について、

「障害のある子どもにとっての放

課後の活動の場、生活の場として、

『安心、安全な環境』が必要である

こと。信頼関係にある縦横の友人、

集団のつながりを通して『わくわく、

どきどき』できる豊かな活動の時間、

空間、場所が必要であること。また、

友達、職員との安定したかかわりが

もてるように安定かつ継続した利

用ができること。これらが私たちの

大切にしないといけないこと」と改

めて確認しました。 

 

 

＊B分科会＊ 
 

 B 分科会は実践報告の検討でし

た。助言者は村岡氏（全国放課後連

副会長、ゆうやけ子どもクラブ（東

京都・小平市）所長）でした。 

 

＊ 実践報告① ＊ 

 

竹内啓祐氏（デイサービスちよだ）  

『Gくんの思いをくみ取って』 

 

デイサービスちよだの日課 

１５：００ 

・受け入れ 

 ・自由遊び（好きなおもちゃ・三

輪車など） 

１５：２０ 

・つどい（誰が来ているのか、日

課の確認） 

１５：３０ 

・おやつづくり（一緒に食べる） 

１６：００ 

・とりくみ 

１６：５０ 

・さようならのつどい 

１７：００ 

・さようなら 

 

Ｇくんの紹介 

 

通い始めて今年で３年目になる

小学 3 年生の G くん。学校は普通

級。障害名は発達遅延との診断。 

活発でお友だちと楽しく過ごし

ている。しかし、ひとたび自分の思

う通りにうまくいかないことがあ

ると気持ちが崩れてしまる。子ども

同士でぶつかることがあると本人

もうまくいかなさに嫌になってし

まうことがあり、一緒に取り組むこ

と、流れに参加することが難しい。 

 

どうしたら一緒に取り組めるのか 

 

活動の流れに参加してほしい、ど

うしたら一緒に取り組めるのかと

考えた。Gくんが外にいて自分の遊

びを楽しんでいて部屋に入って集

いに参加することに気持ちを向け

ていなかったので、それなら外に椅

子を用意して集おう！としてみた

が、やはり自分たちの遊びの方が楽

しいとつどいにはほとんど参加す

ることがなかった。 

G くんと S くんが砂遊びをして

いたときに、「おやつづくり」の取

り組みに誘うと、「工事の途中だか

ら先生が見ていて」と言って砂遊び

を一時中断し、砂場の様子を気にし

ながらも「おやつづくり」に参加す

ることに。とりくみ（おやつづくり）

という表舞台がある中で裏舞台（砂

場）の建設という二つの事象があり、

子どもたちの中では二つとも同時

進行でつながっていることが大事

なのだということをこの時思った。 

 

興味のあるものを！期待を持って 

 

G くんは真新しいものに興味が

出ることが多いので、「太鼓」の活

動なら興味が出るのではと思い、期

待したが、１回目の「太鼓」の活動

は太鼓を叩かずに終わってしまっ

た。「じゃあ次回は鐘を持ってこよ

う」との先生の提案で２回目の「太

鼓」の活動は、鐘を用意することに。 

別の日の取り組みでは、「ダンボ

ールハウスを作って遊ぶ取り組み」

を用意していたが、デイに来る途中

Gくんはカメを拾い、みんなに嬉し

そうに見せていたので、「カメとあ

そぼう」と取り組みを変更。Ｇくん

は率先し、バケツに水を汲んで亀の

島をつくっていた。最終的に亀を川

に放しに行き、その日の取り組みを

終わりに。バイバイする時には G

くんも少し気持ちを切り替えるの

に時間はかかったが、自分から亀を

持って来て、本人からあそびに向か

う姿が見られ、すごく楽しんだ取り

組みになったという実感を持つこ

とができた。 

2回目の「太鼓」の活動では、鐘

を叩きたいという G くんの姿があ

った。「太鼓」の活動は、みんなに

太鼓の音や雰囲気を感じてもらう

ために外で行うことに。しかし、G

くんは外に準備した太鼓が気に入

らず「中でやる」とのこと。Ｇくん
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は鐘をたたきたいとＳさんと取り

合い。一旦太鼓の先生が鐘を預かり

あいさつをするよと始めようとし

たら、Gくんは「はじめません」と

太鼓の先生にもあたりに行く姿が

見られた。それを見て、スタッフが

「姿勢をきちんとしたら鐘をやれ

るんじゃないの？」と声をかけると

Ｓさんは「太鼓たたきができる」と

期待して良い姿勢をするけれど、Ｇ

くんはそれも気になり、邪魔をする。

さらには「外ではやらない」と言っ

て座っている周りのみんなを押し

倒しに行き、Sさんの髪を引っ張っ

たり、噛みついたり。 

スタッフが別の部屋で G くんの

話を聞くことに。「何故、外は嫌な

の？」「なんでやりたくないの？」

「G くんはどうしたいの？」「どう

したら G くんはやれるの？」と G

くんの気持ちをたくさん聞くこと

に徹すると、「外は風が吹いて寒い」

「風で砂が当たって痛い」「みんな

が危険」というような答えが返って

くる。「他の理由は？」と聞くと、

御嶽山噴火のニュースがあった頃

だったからか、「火山が噴火して岩

が降ってくる」「地震が起きる」「鉄

塔が倒れる」「川が氾濫する」など

の答え。そのうち気持ちもおさまっ

たのか、Gくんも笑いながら答えも

ふざけて話すように。 

ちょうど一区切りしたときに、S

さんが鐘を持ってきてGくんに「や

る？」と聞く。すると、Gくんは「太

鼓」の活動に外で楽しく参加するこ

とができた。後でお母さんにこの話

をして聞いたところ、Gくんは、運

動会の練習で風が強くて寒かった

こと、砂があたって痛かったことが

あったとのこと。「多分、そのこと

でしょうね」とお母さんの話。 

このことから、Gくんが他人に自

分を認めてもらいたい、自分をもっ

と肯定してほしいのだと思い、色々

な活動の場面において期待を持っ

て取り組んでもらえるように、お手

伝いするなど G くんの活躍できる

場面を増やしていきたいと思った。 

 

まとめ 

 

本人が本人のペースでどれだけ

期待を持って楽しめるかがデイの

取り組みを考えるのに重要だと思

った。週一回のデイの活動でどこか

の場面でスポットが当たるように

日々の取り組みを考えていきたい。

今その子が何について悩んでいる

のか、本当はどうしたいのかを見極

めて接することが大事なのだと感

じた。 

期待を持つことイコール本人が

選んで遊びをつくっていくことだ

と G くんとの関わりを通して感じ

た。取り組みがあるからそれをしな

ければならないではなくて、楽しい

あそびを一緒に選んで、いろんな形

にして楽しんでいこうと取り組み

を考えて日々のデイの活動に取り

入れていきたいと思った。 

 

村岡氏による助言 

 

「Gくん」は仮名にしたほうがい

いのでは。「G くん」では、人間の

子どもとしてのイメージが湧きに

くい。 

G くんは、「自分の思うとおりに

ならないと、気持ちが崩れる」とあ

るが、Gくんがどんな子どもなのか

について、イメージが結びにくい。

例えば、「恭子は一触即発だった」

とだけ言っても、どんな子どもかわ

からない。「恭子は、『手が汚い』と

言われただけで、指導員を叩いて、

トイレに飛び込み、水浴びする」と、

具体的に書けば、イメージが湧く。 

「自分一人で遊ぶ」Gくんを、な

ぜ「みんなと一緒に活動させよう」

と、すぐに考えたのか。実践者の意

図を書き込みたい。私だったら、ま

ず G くんと遊んでみて、心のチャ

ンネルに合わせてから、みんなの活

動に誘ったかもしれない。 

G くんが「外は風が吹いて寒い」

「風で砂が当たって痛い」「みんな

が危険」と言ったとき、「Gくんは、

みんなのことを思いやっている」と

判断したのは、早わかりなのではな

いか。言葉ではそう言っているけれ

ども、本心は別、ということもあり

うる。私なら、お母さんから聞いて

初めて、（ああ、そうか。本心だっ

たのだ）と気づくだろう。 

「カメと遊ぼう」と考えたとこ

ろは、活動を柔軟に変える大胆さ

を感じさせる。ただし、カメを川

に放しにいったのは、G くん自身

の意図なのか、それとも大人側の

意図なのか。「気持ちを切り替える

のに時間がかかった」とあるが、

どのような内面の葛藤があって、

折り合いをつけられたのか。そう

した事実と考察があるといい。 

Gくんは、「火山の噴火」「地震」

などと話した。話を聞いてもらえ

たから、相手と気持ちがつながっ

て、（少しふざけてもいいのかな）

と思ったのだろう。そして、気持

ちがつながったからこそ、行動に

移せて、屋外での太鼓の取り組み

にも参加できたのだろう。 

実践記録は、「書く」のでなく、
B分科会の様子 
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「描く」と考えてみたらどうか。読

み手のイメージが湧くように「描

く」。そして、実践記録を書き直す。

そのことで、実践者としての思いを、

みんなと磨き合える。「人間観」の

ようなものを鍛え合っておくこと

が、常にとっさの判断が必要とされ

る実践には大事なことではないだ

ろうか。 

 

 

＊ 実践報告② ＊ 

 

山本葵氏 

（児童デイサービスあした） 

『耕太の「遊んで」の思いに寄り添

って』 

 

“怪獣”耕太 

 

大学卒業後あしたに来た私と同

時に、新一年生としてあしたに来た

耕太は、怪獣のような子だった。見

た目は、体は小さく、高めの声。一

休さんのようですごく可愛い。赤ち

ゃん言葉が可愛い。でも、事業所で

の様子は、そんな外見とは異なり、

事業所に入ってきた瞬間、声をあげ

て室内を走り回り、ベニヤ板のドア

を３か所蹴って穴を開け、トイレに

足を突っ込んでトイレの水をめち

ゃめちゃに飛び散らす。水道の水も

飛び散らして部屋を水浸しにする。

また、周りにいる子どもたちを手当

たり次第に蹴り、叩き、引っ掻きに

行く。止めに入った職員の髪を引っ

張り、痰を飛ばす。唾を吐く。目を

引っ掻き、大人が毎日流血する。攻

撃がすごい。そんな怪獣のような子

だった。 

 

耕太の本当の思いは？ 

 

引っ掻きや唾吐きのたびに、「や

ってはいけません」と伝えるが、そ

んなことでは止まらない。止められ

ると余計激しくなる。蹴りが飛んで

くる。大人の姿を見てケタケタと笑

い始め、「攻撃」が「遊び」になっ

てくる。何をしたいのかがわからな

い。タウンワークのサークル K や

セブンイレブンのマークをびりび

りちぎるのが好きだった。しかし、

３分やってたらすぐあきて攻撃し

てくる。「遊ぼうって言えばいいん

だよ」と伝えても、攻撃は止まるこ

とは全くなかった。目が合うと攻撃

してくる。 

この日も、耕太はチラシちぎりを

していたと思ったら、スクッと立ち

上がり、私の方をチラリと見た。（き

た！）。いつもは先手を打たれてば

かりの私だったが、ふと思いつき、

耕太が来る前にラグビーのタック

ルのように彼の元に走って行き、勢

いよく抱え上げた。はじめて私と見

つめ合い、初めての一対一の関係が

出来た、と思った。「もう一回やる？」

と私が聞くと、彼は手を伸ばしてき

た。初めて「遊ぼう」ということが

出来た。「遊ぼう」が成立した瞬間

だった。そのとき、耕太がしてしま

う「人への攻撃」は、「人が嫌いだ

からではない。遊びたい、関わりた

いという思いが人一倍強いのに、ど

う関わればいいのか分からないか

ら出るのではないか」と思った。そ

して、言葉が分からないから関われ

ないのではなく、人と関わる「間」

が苦手。何を話そうとか探すことが

苦手なのだと思った。 

それから私は彼に、しつこいぐら

いに、くっつきに行き、抱きしめ、

追いかけっこやひっぱり合い遊び

を行うようにした。「やる？」と言

葉で聞くのではなく、ちょっと強引

に手を引いて、私が彼に「遊んでよ。」

と態度で表わし訴えるようにした。

手を引かれると戸惑うが、素直につ

いて来てこちらの遊びに「付き合っ

てくれる」。気に入った遊びがある

と、ニコニコと笑顔になり、「もっ

と」と手を伸ばしたり、つばが飛ん

できたり、手が飛んできたり。そん

な関係を毎日繰り返していった。 

 

やってみた“汚い遊び” 

 

耕太の好きな遊びに「チラシちぎ

り」があった。ヨダレをつけてチラ

シに載っているお店のマークや色

を破っていく。すごい量の紙を使い、

破る度にヨダレをつけるため、机や

床がヨダレでベチョベチョになる。

衛生的にどうなのかと思い、コップ

に水を入れそれにつける方法をや

ってみた。「耕太、お水につけて破

ってみよう。」と一緒にやって見せ

た。しかし、彼は指を水につける→

水がついた指を舐める→ヨダレを

つけて遊ぶ・・・というように遊び

だしてしまった。「違うよ、こうだ

よ。」と何度促しても同じ。最後は

「うっとうしいわ！」とばかりに怒

り、他の子どもへ攻撃を始めた。（ど

うしたものか・・・）ふと、いつも

友だちや職員を攻撃し走り回って

いる耕太が、ヨダレでチラシを破る

ときだけは他の遊びよりも長く集

中して遊んでいることに気付いた。

（ヨダレでチラシをちぎるってど

んな気分なのだろう？そんなに楽

しいものなのか？一度やってみよ

うか）と思った。 

次の日、いつものようにチラシを

ヨダレでちぎる耕太の前に座り、ま

ったく同じようにヨダレをつけて

チラシをちぎってみた。（おお・・・

これはなんだか不思議な感じ・・・。

したたるくらいヨダレをつけない

とからまない。水に指をつけるより

も手っ取り早い。ぬめりがよく雑誌

にひっかかる。ぬるぬるした感触、

ニオイなど、感覚がおもしろいの

だ。・・・）耕太は自分と同じ遊び

をしていることに気づき、私のそん

な姿をじいっと見つめていた。それ

で、彼に「耕太、これ楽しいね。面

白いね」と声をかけると、彼は「そ

うだろう！これ面白いんだよ」とで

もいうようにニコ！と笑ってみせ

た。この日はいつも以上にチラシち

ぎりに集中し、他の子への攻撃も出

なかった。私は彼と一緒に同じ遊び

をして、彼の空間に入れてもらえた

と思った。 

 

それって、人との遊び！ 

 

チラシちぎりをいつものように

一緒にしていたある日、あしたのス

タッフがチラシに載っているコン

ビニのマークを指さして、「あ、セ

ブンイレブンだ。」と言った。耕太

は「はっ」と顔を上げて「セブン、

セブン」と繰り返す。スタッフが「あ、

こっちはファミマ、こっちはサーク

ル K」。そんなやりとりをしている

と、今度は彼からマーク（イオンや

ドコモなど）を指さし「これは何？」

と訴えてくる。指さすマークを一つ

一つ答えていくと、彼は笑い声を上

げながらマーク探しに夢中になっ

ていた。物と耕太の関係から、物と

耕太と他の人との関係へと変わっ



10 

 

た。以前は、ひたすらヨダレでちぎ

り、一人の世界に入っていた耕太が、

職員との間で一緒に楽しむことが

出来ている。チラシと自分だけの世

界から、人を交えた遊び、へと変わ

りつつある、そう思った。 

耕太はいつものようにお絵かき

をして、ふと顔を上げた。（あ、ま

た他の子を蹴るか？）と、身構え、

急いで彼の元に走ろうとした時、耕

太は私の所へ歩いて来て、手を引き、

ぎゅっと抱き付いてきた。彼は、「遊

ぼう？」と訴えてきてくれたのだ。

それ以降彼は、「何でもない時間」

を過ごせるようになっていった。遊

びが一段落した時の間や、やること

がない時の時の間を、人を攻撃して

訴えるような事をせず、大人に「遊

ぼう」と手を引いて訴え、遊んでも

らい笑顔で過ごせるようになって

いた。 

耕太と過ごす中で心がけて来た

ことは、問題行動に対して「怒らな

いように」してきたことだ。一方で、

「やりません（やってはいけない）」

と声をかけながら、他の遊びを促す。

また、思いっきり抱きしめたり、お

んぶしたりしながら気持ちを少し

ずつ切り替えていくようにしてい

る。「友だちや職員に攻撃をするよ

うなことをしなくても、遊べるよ。」

そういう思いを体で伝えていった。 

彼の行動は、他から見たら「危ない」

「汚い」と思われてしまうような事

ばかり。最初はなんとかそういった

行動を変えられないか・・・と、彼

の行動だけを見て対策を講じよう

としてしまいがちだったけれども、

そうではない手立てをとることで、

違う姿を見せてくれるようになっ

てきた。 

４年生になった耕太は、今も元気

に「デイサービスあした」に来てく

れている。手を引くだけだった耕太

が、スタッフの名前を呼んで訴える

ようになっている。私が事務室で仕

事をしていると、事務室の扉に身を

乗り上げ、手を伸ばし「あーおーち

ゃん。」と名前まで呼ぶ。「名前」ま

では理解できていないが、「この人

にはこうやって言えばいい。」とい

う事はしっかりと理解できている。

また、「今はこの人ではない」とい

う思いも、しっかりとついてきてお

り、思っていた人とは違う人が近く

に来ると、「あっちに行ってて。」と

でも言うように、スタッフを事務室

に閉じ込めることもある。今は人を

選び、またその個人にあった対応で

関わろうとしている。 

今でも、落ち着かなくなると、蹴

りや唾吐きはあるが、彼は人との関

わりの中で、確実に成長していると

感じている。最近は特定のお友だち

に怒るようになってきた。何度も関

わりいくタイプの子で。「もう、ば

か」と眼を見て訴える。また、「あ

した」から月に３回お出かけしてい

るが、お出かけ中に知らない怖いお

兄さんを蹴飛ばすこともある。 

 

事業所で大事にしていること 

 

子どもの直接的な課題・問題に突

き当たった時に、できない事をでき

るようにさせるのではなく、様々な

角度から子どもが心地のよい活動

を体験し、乗り越えていけるように

働きかけていく必要があると思っ

ている。 

行動の裏には、必ず彼なりの思い

があり、要求や理由がある。その思

いが分かると、意外と大人である私

自身の思いと似ていたり、理解出来

なかった行動が理解できたり、共感

したりする事ができる。共感できる

と、怒るということが出来なくなり、

私たちの働きかけもそうでない働

きかけに変わっていく。そんなこと

を教えてくれた耕太だった。 

子どもと共に歩み、人の弱さ、め

んどうくささの中におもしろさを

見つけ、ともに成長していきたいと

思う。スタッフで勉強しながら、子

ども理解につなげていきたい。 

 

村岡氏による助言 

 

「耕太はどんな子だろう」という

子ども理解が深まる過程が書いて

ある。集団での議論を通して、記録

を書き改め、実践者の思いを磨きあ

げている。そのことで、（こういう

働きかけをしていこう）という、実

践の方向性が定まっていっている。 

耕太は、激しいほどに、大人の注意

を引き出そうとする。そして、その

反応を見て、面白がる。単に、自分

の気持ちを相手に伝える「方法」を

教えてほしいわけではない。ここに

は明示されているわけではないが、

そういう反省があったからこそ、

「ふと思いつき、彼の体を勢いよく

抱え上げた」という、とっさの判断

につながったのだろう。大人の反省

があって、それをくぐり抜けたとき、

子どもを再発見する。 

私たち実践者は、とっさの判断が

必要されるとき、（たしか、「支援計

画」のあそこに、こんなことが書い

てあったな）などと思い出す暇はな

い。そのとき、（身も心も十分に動

かして遊んでほしい）というような

実践者としての思い、つまり「子ど

も観」「実践観」が問われる。「計画、

先にありき」では決してない。 

そして、子どもとは、働きかけて

みて初めて、（ああ、そうなのか）

と理解されていく。耕太で言えば、

（相手と気持ちをやりとりする力

にまだ弱さがあるな）とわかってく

る。そうした、子どもを理解するプ

ロセスがよく書かれている。 

山本さんは、耕太と一緒に、「唾

をチラシにつけて、ちぎる」遊びを

してみた。そのことで、「彼の空間

に入れてもらえた」と書いてある。

もっと言えば、「子どもと世界を共

にした」ということだろう。子ども

と気持ちが通じ合う「心の窓口」を

探す。そのためには、大人が目線を

下げなければならない。耕太は、そ

の後、「マーク探し」の遊びを大人

と一緒に展開していく。子どもと世

界を共にしたことで、大人と気持ち

をやりとりする活動が成立してい

ったのだろう。 

 

以上 
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 厚労省懇談を前日に控え、都道府

県連絡会議を開催しました。参加連

絡会は、広島、大阪、愛知、神奈川、

東京、千葉、埼玉でした。 

 まず、事務局から京都研修、愛知

研修の振り返りと、現在進めている

全国放課後連加盟連絡会の名簿整

理の進捗状況についての報告がな

されました。 

 その後、今年 9月から 11月にか

けて財務省、厚労省から相次いで公

表された資料についての解説がな

されました。（※この解説について

は紙幅の関係で今回のニュースで

は割愛させていただきます。詳細に

ついては、各連絡会に対して別途送

付した資料をご覧ください） 

 次に、全国放課後連の組織作りを

中心に、各連絡会との意見交換が行

われました。 

 

各連絡会との意見交換 

 

事務局①： 放課後等デイができて、

事業所の急増しており、これによ

り様々な媒体が出てきていて、放

課後活動についての統一的な見

解が取りにくくなっている 

  「障害児の放課後事業とは」と

いうのを定めないで来たが、それ

でいいのかという点について議

論する必要があると考えている。 

  組織作りについては、法人格の

取得の方向と財政基盤作りをど

うするかについて議論の必要が

ある。キリン福祉財団からの助成

は本年度含めて 3年で終了する。

この助成金分を自分たちで確保

しないといけない。これについて

は、研修会の参加費を増額して、

財政的にはある程度のプラスは

出ているが、今後を考えると、研

修費のさらなる増額も考えない

といけない。 

事務局②： キリン福祉財団につい

ては、今年で 10年が経つ。最初

は調査研究、その後ネットワーク

作りに対する助成であり、研修会

をしながら、地域でネットワーク

作りを進めてきた。 

 

 ハンドブック出版、アンケート調

査についてもキリン福祉財団の助

成を受けてきた。その後、キリン福

祉財団との話し合いを踏まえて、今

年度も含め 3年間の期限付き助成

という形となった。3年間で方向を

付けないといけない。 

更に、都道府県レベルの実態調査

をする必要があると考えている。前

回のハンドブック出版と調査は放

課後等デイのできる前のことだっ

たので、放課後等デイの現状を伝え

るようなものが必要。 

 

組織作りについて 

 

事務局①： 今後の全国放課後連は

どういった仕組みづくりをして

いくべきか。 

千葉： 千葉では、まず県単位の連

絡会を作って、そのあと市町村に

広がっていった。 

  組織の考え方としては、「各地

方のブロック」を作ることも考え

ていいのではないか。各地方で行

う研修会も、「ブロック大会」と

いう形で組めればいいのではな

いか。また、市町村ネットワーク

は、県連絡会が主導して作ってい

くというのはどうか。 

  それと、全国放課後連としての

ミッションを明確にして欲しい

と思っている。ミッションを明確

にすることで、一旦加盟団体が減

ったとしても、運動をする上で

「より所」がある方がいい「誰で

も加盟可能」という方向性は、組

織としてやりにくくなるのでは

ないかと思う。千葉ではミッショ

ンを作ろうとしている。 

事務局①： 最近、加盟する理由が

「営利的な目的」のものが多い。

「利用者の待機者リストを見せ

てほしい」ということを言ってく

るところもある。 

千葉： ミッションを明確にして、

趣旨に賛同する人に加盟しても

らうのが一番良いのではないか

と思う。 

  最初は賛助会員として加盟し

てもらって、地域のネットワーク

がしっかりと作られてきたら、正

会員として加盟してもらうとい

うのも選択肢としてあるかなと

思う。 

事業所数について、今は急増し

ているが、今後事業所数は減って

いくと思う。そこでしっかりとミ

ッションを持って残れるように

しないといけない。 

  現状でもいきなりつぶれる事

業所がある。志があるスタッフが

新しいのを立ち上げられればい

いけど、運営スキルのないまま立

ち上げてもうまくいかないのが

現状。 

広島： 広島では、各区で連絡会を

立ち上げ、自立支援協議会と連携

を取りながらやっている。歴史的

な基盤があるので、志は維持して

いる。 

  全国放課後連の調査、研究とい

う役割は良い役割だと思ってい

る。全国放課後連にとって、「専

門家の役割」と「研修会の実施」

が大変重要だと思う。専門家の人

と連携しながら、ネットワークを

作るのが良い。専門的な部分と組

織作りの部分とを分けて整理し

ていく必要がある。 

大阪①： 大阪は志ある事業所が連

絡会を作っている。子どもを中心

にした事業所 30か所ぐらいで連

絡会を作っている。また、市町村

単位でネットワークがある。 

  その中で、堺市では市が主導し

て、市内事業所はすべてそのネッ

トワークに入っている。市として

事業の実施がわからないので、そ

れを確認するためのネットワー

クという位置づけ。 

  一方で、利用者の奪い合いのよ

うな形もある。支援学校に放課後

等デイのパンフレットが並んで

いるところもある。状況について

は、各地域で差はある。 

  おそらく、各地で状況がまった

く異なるが、全国的な組織があっ

て、都道府県があって、地域の実

情を把握している所があって、と

いう組織形態が良い。 

  方向性として、わからないが、

子どもを中心にした事業所が集

まって欲しいという思いはある。 

大阪②： 小さな連絡会が色々とあ

都道府県連絡会議 報告 
2015年 11月 29日開催（於東京都障害者福祉会館） 
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る状態。そういう連絡会加盟団体

が個人で大阪連絡会に来て、情報

をもらって、それを小さな連絡会

に下していくという実情もある。 

  連絡会内で志を共有していな

い連絡会があるが、そこでの話は

バラバラにならざるをえない。 

千葉： 事業所の種類も、学習系と

か音楽教室系とか色々と出てき

ている。良い悪いという評価は別

にして、4600円で色々と活動を

提供しているという機会が増え

て、充実してきているのは事実で、

生活保護世帯にとっては否定で

きない。 

事務局①： 教育ニーズ、スポーツ

ニーズは否定しない。だけど、福

祉事業である限り、これを取り込

むのはダメなのではないかとい

う思いもある。 

広島： 広島県から最近、事業所ア

ンケートが各事業所に送付され

てきた。その内容で、「活動で何

をしているか」という項目で、音

楽、スポーツとかのチェックはあ

るが、放課後事業の本質を考えた

選択肢がない。放課後活動の意義、

意味という点が今なくなってい

るのではないかと思っている。 

東京①： 先日、実践講座を放課後

連・東京で行った。60数名が参

加したが、20名程度が放課後

連・東京の非加盟団体だった。 

  こういった実践研修を通じて、

加盟団体を増やしていけるかど

うかが問題だと思う。 

  今日の各地の話を聞いて、地方

によって差があることを知った。

自分自身の事業所を考えると、現

在、区から提供されている施設を

使っているが、区からは「株式会

社とかは自分でやっているのだ

から自分で施設をやってほしい」

と言われている。 

  自前で施設を借りると、現状の

質を維持することが難しい。保護

者に前面に出てもらって、区と交

渉をして欲しいとも思うが、保護

者も株式会社との併用等をして

いるので、保護者に前面に出ても

らうのも難しい。放課後等デイに

なって、保護者が前に出なくなっ

てきていると感じている。 

  そういった問題も含めて、放課

後等デイの問題点等を集める運

動体として、全国的な組織は大変

重要だと思っている。 

東京②： 放課後等デイができてか

ら、都内では 600以上の事業所

ができてきた。放課後連・東京加

盟団体は 60事業所程度で変化が

ほぼないのが現状。 

  実践講座には埼玉、神奈川から

も参加者があった。 

埼玉①： 放課後等デイができてか

ら、埼玉放課後連ができた。現在

48団体程度が加盟している。今

後、事務局体制をしっかりと作ら

ないといけないという段階。 

  埼玉では、それ以前から学童保

育連絡協議会内の放課後連絡会

があった。毎月事例検討を開催し

ている。埼玉放課後連では、運営

者側の研修をしていくことを考

えて検討を進めている 

  埼玉でも東京と同じく、事業所

は増えているが、加盟団体が増え

ていない。 

  全国放課後連の組織づくりに

ついてだが、全国放課後連の会費

の値上げの議論があったが、埼玉

としては上がっても、問題ないと

考えている。全国放課後連の事務

局としての仕事をしっかりとし

てもらいたいという思いがある。 

  埼玉では、県に対する要望も定

期的に行っている。その中で、県

から国に要望を出して欲しいと

いう要望も行っている。埼玉県は、

放課後事業について理解がある

ので、やりやすい部分はある 

神奈川： 放課後ネット神奈川では

研修会を開催している。その研修

会にはたくさんの方の参加があ

るが、東京、埼玉と同じく、会員

数は横ばい状態。子どもの発達な

どの大切にしている部分につい

て連絡会としての考えを提示し

ているが、共感してもらえなくて、

30事業所で横ばい状態。 

  ネットワークに残っているの

は、昔からのところというのが実

情。 

愛知： 連絡会の「よかねっと愛知」

としては、事務職員がそれぞれ忙

しくなかなか活動が難しい状態。 

  愛知には、保護者のネットワー

ク、父母ネットがあり、保護者向

けの研修をやっている。 

  市の方とタイアップで動く連

絡会があるけど、参加者が少ない。

ただ、名古屋市が放課後事業の政

策や方向性を示すときに参加者

が多くなる。 

  現在、そういった既存の連絡会

と離れて、職員の研修が中心の団

体ができている。ただ、設立のと

きに、「行政との対応はしない」

としているよう。その連絡会の参

加者が増えてきている。 

  つまり、厚労省との関係という

よりも、職員の研修が中心の連絡

会の方が参加しやすいという環

境になりつつあると感じている。 

  特別支援学校の教員との研修

会もある。その研修にスポーツ系

の放課後等デイの職員が来たと

も聞いている。 

  全体を見ると、私たちのような

連絡会は少数になっていると思

う。そうなると、連絡会間の「差

別化」というのをやっていく必要

があるのではないかと思う。これ

までは緩やかに加盟を受け入れ

ていたけど、これからは専門性と

いう部分にこだわっていくのが

良いのかなと思う。 

  厚労省も「活動の質」の問題に

ついて議論しているが、愛知では

事業所への実地指導が急に増え

た。活動において、事例検討をし

ていることを伝えると、「それは

良いこと」と評価していた。それ

と共に、「自己評価表を作成して

公表」という指導もあった。 

  あと、ガイドラインにもあるが、

「後方支援」という問題について

一言。「一般施策の後方支援」を

うたっているが、現状では、一般

施策の充実が現場では進んでお

らず、障害のある子どもたちを受

け入れる状態ではない。今日、財

政的な背景事情を聴いて（※財務

省、厚労省資料に関する解説）、

「後方支援」が本当の意味のイン

クルーシブを志向した上での話

ではないと認識した。 

  結論として、厚労省など行政の

動きを含めて、その方向性、目論

見を読み解いて方向を付けてい

くという役割は全国放課後連の

役割だと思う。 

事務局①： 「営業の仕方」という

話を持ち掛けられたこともある。 

  そういった人たちと関わって
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いると、改めて「全国放課後連と

して方向を明確にしていく必要

がある」と感じている。 

  厚労省は「事業所のフランチャ

イズ展開」について、肯定的な意

見を持っているのではないかと

思っている。 

  組織の在り方については、地域

でブロック化していくというの

も事務局で話をしているところ 

  2月の都道府県連絡会ではし

っかりと方向を付けた計画を出

す予定。 

千葉： 私たちが運動してきたとき

は、母が働かなくても良い時代だ

った。現状は、保護者は働かない

といけない。一般施策で吸収させ

ようとしているようだが、家庭の

ありようが変わってきているの

は頭に置いておかないといけな

いと思っている。「後方支援」と

いうのもそういう背景事情を含

んだものだと思う。 

 

※以上の議論を踏まえ、今後事務局

で組織作りの具体的方向を決め、2

月の都道府県連絡会議で提示して

いきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省懇談開催！ 

 

2015年 11月 30日（月）に、今年度 2度目となる厚労省懇談を開催しました。当日は、立正大学の中村尚

子氏含め、神奈川、東京、埼玉、千葉から 15名が参加しました。厚労省からは、担当者の小橋口氏（厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課障害児・発達障害者支援室）が出席しました。 

 今回は、今年 9月から 11月に公表された財務省、厚労省資料が「報酬単価減額」「利用者負担増額」「利用

回数の制限」等の方向を示していることから、それらの文言の内容についての議論も踏まえて、全国放課後

連の要望に関する意見交換を行いました。以下、議論の要旨を報告します。 

 

要望項目（抜粋） 

１、放課後等デイサービスの現状と役割について 

厚生労働省としては、放課後等デイサービスの現状と「質の確保」と「障害のある子どもたちにとって

の放課後活動の意義」の関連性についてどういった認識を持っているのかについて教えてください。 

 

２、報酬単価の在り方について 

①基本報酬単価の増額をしてください。 

「14.5パーセント」という「収支差率」が人件費の抑制から生じていることを認識してください。 

②少なくとも児童発達支援と同等の水準になるよう報酬単価を引き上げてください。 

③加算制度を簡素化してください。 

 放課後等デイサービス事業所における報酬請求は「低い給与の常勤」が日々の活動が終了した後に行っ

ているところがほとんどです。これは非常に負担です。加算制度の簡素化により、現場の負担軽減を図る

方策を検討してください。 

④職員配置基準の是正をしてください。 

 

３、重度障害児利用の改善について 

 重度の障害のある児童に対して、受け入れを避けたり、拒否したりしている事業所があります。そのた

め、放課後等デイサービスを利用したくてもできない現状があります。希望する児童がすべて利用できる

よう、事業所の整備をするとともに、支援員の養成等を含めた「活動の質の確保」に向けた方策を検討し、

実施してください。 

 

４、送迎加算の改善について 

 送迎加算の適用については、実態に即して、徒歩や公共交通機関の利用による場合も認めてください。 

 

５、支給量による利用制限の撤廃について 

 自治体によっては、利用日数の支給量に大きな制限が設けられています。子どもに対して放課後活動の

場を「安心した場」として提供するためには、まとまった利用日数が確保される必要があります。 

 

６、利用者負担の問題 

厚生労働省としては、「応能負担となっている」という説明のみで、思考を止まらせずに、子どもたち

の成長発達に資するという放課後等デイサービス制度の趣旨・目的に照らして現状を評価していただきた

いと思います。 
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要望に対する厚労省回答 
 

◎要望１について 

放課後等デイサービスは子ども

の放課後を支える場として大変重

要な役割となっていることには変

わりない。放課後等デイサービスに

ついては、支援を必要とする障害の

ある子ども対して学校とは異なる

時間・空間・人・体験などを通じて

個々の子どもの状況に応じて発達

支援を行うことにより、子どもの最

善の利益と健全育成をはかるもの

とするというもの。 

しかし、単なる居場所や、発達支

援が十分ではないところで軽度の

子どもを集めている実態は、現在行

われている社会保障審議会でも指

摘されているところ。厚生労働省と

しては、ガイドラインに書いてある

ように子どもの最善の利益を保障

されるために子どもに適切な支援

を提供されるように今後も努めて

いくというところ。 

 

◎要望２について 

①：報酬単価については、経営の

実態を調査した上で客観的なデー

タに基づいて設定していく。放課後

等デイサービスでは利益を求めて

いる企業が多いので、そちらに引っ

張られているなと思うが、調査上で

はまとめてしまう。そこはどうにか

しないといけないと思う。実態調査

とは別に今年度後半に報酬改定調

査をしている。事業所の半数にお送

りさせて頂いている。そういう中で

人員配置とか受け入れている子ど

もの障害の重さ等、具体的な実態を

把握し今後の予算に反映できたら

と思っている。 

 個人的には営利企業が多いので、

今度の平成 30年の報酬改定におい

ても、中々厳しい状況になるのかと

思う。どう差別化するのかを検討し

ないといけない。 

 ②：学校終了後という短い時間で

単価を設定しているので、それに見

合った評価単価となっている。ただ、

休業日については同等の単価設定

にしている。このあたりも、開所時

間など調査項目に入れてあるので、

把握させてもらっている。 

 ③：加算については、支援が多様

化していることもあり、多様な支援

を評価するために加算を設けてい

る。ご理解を頂きたいが、加算ばっ

かりで事務が煩雑になるという声

は聞く。障害児支援だけでなく福祉

サービスも含めて負担軽減になる

かを検討したいと思っているとこ

ろ。 

④：人員配置の 10対 2について

は、加配加算とかで対応させてもら

っているつもり。10 対 7 の小さな

事業所に対して見直すかというの

はすぐに出来ないため実態を踏ま

えながら検討していきたい。 

 

◎要望３について 

儲け主義を前面に出している悪

質な事業所は、国及び部会としても

由々しきことと思っている。 

障害の程度で受け入れをしない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

というのは、そもそも基準省令第

14条（「指定児童発達支援事業者は、

正当な理由がなく、指定児童発達支

援の提供を拒んではならない。」）に

引っかかること。そういう事になら

ないように順守させるように指導

したいと考えているところ。通知な

どして強化しないといけないと思

っている。実態の把握についても、

検証調査で障害程度とか、どういう

子が入っているか把握させてもら

えたら良いと思っている。 

 

◎要望４について 

送迎加算は、送迎についての車と

運転手に付くものなので個々の送

迎の評価は難しい。どうやって送迎

しているのかを調査して財務と戦

えるかは微妙。 

 

◎要望５について 

財務省資料の中にある「支給量の

利用制限」については、悪い事例と

して、単なる預かりや軽い子を集め

るとかが表に出てきて放課後等デ

イサービス目的に沿っていると言

い難い事例を踏まえて、事業所の利

益のために必要以上に発達支援を

行っているのではないかという、そ

のあたりを踏まえて発言してきた

のではないかとみている。 

厚生労働省としては、子どもに必

要な支援を提供するという事と考

えている。財政審でも障害者部会で

も「過度な提供がされている」と委

員の意見でも出ていた。また、「月

31 日利用」は「公的サービスを使

ったネグレクトだ」という意見も出

た。そういった中で、どういったサ

ービス提供が子どもの利益になる

か適切に判断しながられ提供され

なければいけないと考えている。 

 

◎要望６について 

利用者負担について、厚労省資料

の中で、他の保育サービスの比較を

している。単なる預かりということ

であれば、専門的な支援から離れて

保育所等の一般施策と同じじゃな

いかと財務省から見られている。そ

ういうものであれば、「同様の負担

を求めるのが当然」という趣旨で書

かれている。ただ、放課後等デイサ

ービスは一般施策の預かりを趣

旨・目的としている訳ではなく、状

況に応じて発達支援を行うものな

ので、預かり支援では無いと厚生労

働省として考えている。したがって、

他の施策と同等の利用料を求める

のは違うと反論している。ただ、一

方で社会福祉全般としての話で、国

の支出が伸びていることで、持続性

の観点からでは、利用者負担の在り

方をどうするかという議論はされ

ている状況。 

 お金の話をすると、毎年お金が足

りなくなっているため他から補填

している状況。営利目的の事業所の

増加で、どうバランスをとるのか考

えているところ。 

 

※この後、1時間半程度の質疑応答
を行いました。その詳細については、
次回の都道府県連絡会議（2016年 2
月 27日（土））においてご報告いた
します。 
 

まとめ挨拶 
 

村岡副会長： 私は、3年後の報酬

改定を非常に心配している。営利

法人でも、まじめにやっていると

ころもあるし、非営利法人（NPO

等）でも、儲けに走っているとこ

ろもあるかもしれない。しかし、

根本的なことを言えば、「子ども

が 1人来たらいくら」と、出来高

払いで日銭が稼げるような制度

の仕組みになっていることが問

題（必要条件）であり、その問題
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のある制度の中に、営利法人の参

入が認められた（十分条件）こと、

つまり、この「必要条件」と「十

分条件」がセットになったために、

「放課後事業の営利化」の流れが

できてしまったという部分が問

題。営利企業は排除できないと言

われたが、このまま看過できない。

制度の矛盾が放課後等デイサー

ビスに集中的に現れている。 

ペーパーレベルの総論的なデ

ータ分析で、「放課後等デイサー

ビスはこんなもんだ」という判断

をして、3年後の報酬改定に向か

い、利用日数の制限や利用者負担

の増額をするということになれ

ば、本当に「悪貨が良貨を駆逐す

る」という事態になりかねない。

制度の問題を、総論ではなく、実

態を分析して考えて頂きたい。 

内閣府で 2010年に行なわれた、

障害者制度改革推進会議の団体

ヒアリングで呼ばれて発言した

ことがある。放課後等デイサービ

スの問題は当事者の意見を聞い

て頂きたい。「当事者のことを、

当事者抜きに決めないで」という

のが国際的な動向。審議会などで

は、放課後活動の関係者の話を聞

いて頂きたい。また、現地を見に

きて欲しい。今後ともよろしくお

願いしたい。 

 

以上 

 

 

編集後記 
 

 財務省、厚労省から社会保障分野

の予算編成に伴う資料が 9 月から

11 月にかけて、立て続けに公表さ

れました。この資料では、放課後等

デイサービスの「支援の質」に多く

の言及がなされています。 

 全国放課後連では、「支援の質」

について、制度が実施される前から

議論をしてきました（例えば、第８

回障がい者制度改革推進会議（平成

22年 4月 19日）での全国放課後連

のヒアリング資料）。それは、現場

の視点として、「放課後活動が制度

化され事業所が増えたとしても中

身が伴わなければいけない」という

問題意識があったからでした（例え

ば、全国放課後連ニュース第 22号

（2011年 8月 25日発行）2頁「出

席者発言」参照）。その危惧が今、

現実のものとなっています。 

 この「支援・活動の質」について

は、厚労省も財務省も現状を変えて

いかないといけないという点で一

致しており、私たちの問題意識も同

様です。しかし、その方法について

はまだ確実なものがありません。

「ガイドライン」についても現場で

の捉え方がまだ確定しているとは

言えません。今後、どのような方法

で「質の確保」を行っていくのが良

いのか、行政とも連携しながら早急

に議論を詰めていく必要がありま

す。 

 本年も研修会や厚労省との懇談

を積極的に行っていきます。みなさ

まのご協力をいただきながら、「よ

り良い放課後活動」を目指していき

たいと考えています。本年もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

（真崎） 

 

今後の予定 

◎第 29回研修会 in 熊本 
【日時】 2016年 1月 31日（日）10:00～16:00（9:30開場） 

【会場】 くまもと森都心プラザ 

熊本県熊本市春日 1丁目 14番 1号 

【費用】 会員 2000円   一般 3000円 ※申し込み不要 

【内容】 

①基調講演： 「地域の中ではぐくむ 療育・発達の支援」 

        講師 成瀬裕二氏（合志市社会福祉協議会） 

②分科会： A「放課後に必要な支援とは？実践事例を中心に」 

        B「個別支援計画を作成するための視点」 

【アクセス】 

◎ＪＲでお越しの場合：ＪＲ熊本駅白川口（東口）正面 

◎バスでお越しの場合：熊本駅前バス停下車（交通センターからの

所要時間約 10分）  

◎市電でお越しの場合：熊本市電 A 系統（田崎橋～健軍町）熊本

駅前電停下車 

 

◎第 30回研修会 in 東京 
【日時】 2016年 2月 28日（日）10:30～16:30（予定） 

【会場】 東京都障害者福祉会館 

港区芝 5丁目 18番 2号  

【費用】 会員 2000円   一般 3000円 ※申し込み不要 

【内容】 厚労省担当者講演と実践者、研究者のシンポジウム 

     ※詳細は追って HP等でお知らせいたします。 

名簿提供ご協力のお願い 

 現在、全国放課後連では、各加盟都道府県連絡会に対して名簿のご

提出をお願いしております。これは全国放課後連と各連絡会、事業所

との情報の共有を現在よりも円滑に行うために必要であり、今後の

「法人格取得」や全国調査などにも必要なものです。 

 名簿の提出をしていただいた後に、全国放課後連の会員証を送付さ

せていただきます。この会員証は、今後研修会等で「会員料金」で研

修を受講する際に提示していただくこととなります。 

 まだご提出いただいていない連絡会がありましたら、事務局までご

連絡ください。 


